
墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （占用料の徴収方法） 

第４条 占用料は、占用の期間（電線共同溝

に係る占用料にあっては、電線共同溝の整

備等に関する特別措置法（平成７年法律第

３９号。）第１０条、第１１条第１項若し

くは第１２条第１項の規定により許可をし、

又は同法第２１条の規定により協議が成立

した占用することができる期間（当該許可

又は当該協議に係る電線共同溝への電線の

敷設工事を開始した日が当該許可をし、又

は当該協議が成立した日と異なる場合には、

当該敷設工事を開始した日から当該占用す

ることができる期間の末日までの期間）。

以下同じ。）に係る分を、占用の期間の開

始の前に納入通知書により徴収するものと

する。ただし、次の各号に掲げる占用料は、

当該各号に定める時期に徴収するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 占用の期間が翌年度以降にわたる場合

における翌年度以降の期間に係る各年度

分の占用料 毎年度４月３０日まで 

 ⑵ 現に占用を継続するもので期間を更新

する場合における期間更新以降の期間に

係る占用料（前号に掲げるものを除く。） 

   占用の更新期間の開始の日から１月以

内 

 〔同左〕 

第４条 占用料は、占用の期間（電線共同溝

に係る占用料にあっては、電線共同溝の整

備等に関する特別措置法（平成７年法律第

３９号。以下「電線共同溝整備法」という。）

第１０条、第１１条第１項若しくは第１２

条第１項の規定により許可をし、又は電線

共同溝整備法第２１条の規定により協議が

成立した占用することができる期間（当該

許可又は当該協議に係る電線共同溝への電

線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、

又は当該協議が成立した日と異なる場合に

は、当該敷設工事を開始した日から当該占

用することができる期間の末日までの期間）。

以下同じ。）に係る分を、占用開始（電線

共同溝に係る占用料にあっては、電線共同

溝整備法第１０条、第１１条第１項若しく

は第１２条第１項の規定により行った許可

又は電線共同溝整備法第２１条の規定によ

り成立した協議に係る電線共同溝への電線

の敷設工事を開始した日が当該許可をし、

又は当該協議が成立した日と異なる場合に

は、当該敷設工事を開始する日）の前に納

入通知書により徴収するものとする。ただ

し、当該占用の期間が翌年度以降にわたり、

かつ、区長が当該占用料の額を各年度ごと

に分割して納入することを認めた場合及び

現に占用を継続するもので占用の期間を更

新する場合においては、翌年度以降及び当

該更新以降の占用料は、毎年度当該年度分

を５月３１日まで又は期間更新の日から１

月以内に徴収するものとする。 

   〔新設〕 

 

 

   〔新設〕 
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２・３ 〔略〕 

別表 

占  用  物  件 単位 占 用 料 

第１種電柱 ６，７５０円 

第２種電柱 １０，３００円 

第３種電柱 〔略〕 

第１種電話柱 ４，４８０円 

第２種電話柱 ７，２４０円 

第３種電話柱 ９，９８０円 

その他の柱類 

〔略〕 

６００円 

共架電線その他上空に

設ける線類 
６０円 

地下に設ける電線その

他の線類 

〔略〕 

３６円 

路上に設ける変圧器 〔略〕 ５，９００円 

地下に設ける変圧器 〔略〕 ３，６１０円 

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

〔略〕 １２，０００円 

広告塔 〔略〕 １８，０００円 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

その他のもの 〔略〕 １１，３００円 

 
外径が０．０４メート

ル未満のもの 
 １４０円 

 

外径が０．０４メート

ル以上０．０７メート

ル未満のもの 

 ２５０円 

 

外径が０．０７メート

ル以上０．１メートル

未満のもの 

 ３６０円 

 

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル

未満のもの 

 ５４０円 

外径が０．１５メート

ル以上０．２メートル

未満のもの 

７２０円 
 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの 

〔略〕 

１，０８０円 

 

外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの 

 １，４４０円 

 

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの 

 ２，５３０円 

 

外径が０．７メートル

以上１メートル未満の

もの 

 ３，６１０円 

 
外径が１メートル以上

のもの 
 ７，２３０円 

    

２・３ 〔略〕 

別表 

占  用  物  件 単位 占 用 料 

第１種電柱 ６，５７０円 

第２種電柱 １０，２００円 

第３種電柱 〔略〕 

第１種電話柱 ３，７４０円 

第２種電話柱 ６，０４０円 

第３種電話柱 ８，３２０円 

その他の柱類 

〔略〕 

５１０円 

共架電線その他上空に

設ける線類 
６８円 

地下に設ける電線その

他の線類 

〔略〕 

３３円 

路上に設ける変圧器 〔略〕 ５，１８０円 

地下に設ける変圧器 〔略〕 ３，４５０円 

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

〔略〕 １０，７００円 

広告塔 〔略〕 ２０，４００円 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

その他のもの 〔略〕 ９，４４０円 

 
外径が０．０４メート

ル未満のもの 
 １３０円 

 

外径が０．０４メート

ル以上０．０７メート

ル未満のもの 

 ２２０円 

 

外径が０．０７メート

ル以上０．１メートル

未満のもの 

 ３３０円 

 

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル

未満のもの 

 ５１０円 

外径が０．１５メート

ル以上０．２メートル

未満のもの 

 ６８０円 
 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの 

〔略〕 

 

 

１，０４０円 

 

外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの 

 １，４００円 

 

外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの 

 ２，４１０円 

 

外径が０．７メートル

以上１メートル未満の

もの 

 ３，４５０円 

 
外径が１メートル以上

のもの 
 ６，９１０円 

    



    

法第３２条第１項第３号に掲げる

施設 
〔略〕 ８，６８０円 

法第３２条第１項第４号に掲げる

施設 
〔略〕 １１，３００円 

階数が１の

もの 
〔略〕 

階数が２の

もの 
〔略〕 

地下街及び

地下室 

階数が３以

上のもの 
〔略〕 

上空に設ける通路 ９，０２０円 

地下に設ける通路 ５，４１０円 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

その他のもの 

〔略〕 

８，０４０円 

祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 
〔略〕 １８０円 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

商品置場その他これに

類するもの 
〔略〕 １８，０００円 

看板（アーチ式である

ものを除く。） 
〔略〕 １８，０００円 

標識 〔略〕 ９，４６０円 

祭礼、縁日等

に際し、一時

的に設けるも

の 

〔略〕 １８０円 旗ざお

及び幕 

その他のもの 〔略〕 １８，０００円 

車道を横断す

るもの 
１８０，４００円 

令第７条

第１号に

掲げる物

件 

アーチ

式工作

物 その他のもの 

〔略〕 

９０，２００円 

令第７条第２号に掲げる工作物 

占用面

積１平

方メー

トルに

つき 

１年 

１２，０００円 

令第７条第３号に掲げる施設 

占用面

積１平

方メー

トルに

つき 

１年 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

板囲、足場その他の工

事用施設及び工事用材

料置場 

 １５，４００円 

危険防止施設 〔略〕 ５，０００円 

令第７条

第４号に

掲げる工

事用施設

及び同条

第５号に

掲げる工

事用材料

置場 
詰所  １８，０００円 

   

    

法第３２条第１項第３号に掲げる

施設 
〔略〕 ７，２４０円 

法第３２条第１項第４号に掲げる

施設 
〔略〕 ９，４４０円 

階数が１の

もの 
〔略〕 

階数が２の

もの 
〔略〕 

地下街及び

地下室 

階数が３以

上のもの 
〔略〕 

上空に設ける通路 １０，４００円 

地下に設ける通路 ６，２５０円 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

その他のもの 

〔略〕 

８，２２０円 

祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 
〔略〕 ２００円 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

商品置場その他これに

類するもの 
〔略〕 ２０，４００円 

看板（アーチ式である

ものを除く。） 
〔略〕 ２０，４００円 

標識 〔略〕 ８，６４０円 

祭礼、縁日等

に際し、一時

的に設けるも

の 

〔略〕 ２００円 旗ざお

及び幕 

その他のもの 〔略〕 ２０，４００円 

車道を横断す

るもの 
２０４，０００円 

令第７条

第１号に

掲げる物

件 

アーチ

式工作

物 その他のもの 

〔略〕 

１０２，０００円 

〔新設〕    

〔新設〕    

板囲、足場その他の工

事用施設及び工事用材

料置場 

 １２，９００円 

危険防止施設 〔略〕 ４，１７０円 

令第７条

第２号に

掲げる工

事用施設

及び同条

第３号に

掲げる工

事用材料

置場 
詰所  ２０，４００円 

   



   

令第７条第６号に掲げる仮設建築

物及び同条第７号に掲げる仮設収

容施設 

〔略〕 １１，３００円 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条
第８号に
掲げる施
設（高速
自動車国
道及び自
動車専用
道路以外
の道路に
係るもの
を除く。） 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条

第９号に

掲げる施

設並びに

同条第１

０号に掲

げる施設

及び自動

車駐車場

(同号ロに

掲げる道

路に係る

ものを除

く。） 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
令第７条

第１１号

に掲げる

応急仮設

建築物 
〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

令第７条第１２号に掲げる器具 〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条

第１３号

に掲げる

施設 
〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

 備考 〔略〕 

 
 

   

令第７条第４号に掲げる仮設建築

物及び同条第５号に掲げる仮設収

容施設 

〔略〕 ９，４４０円 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条
第６号に
掲げる施
設（高速
自動車国
道及び自
動車専用
道路以外
の道路に
係るもの
を除く。） 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条

第７号に

掲げる施

設並びに

同条第８

号に掲げ

る施設及

び自動車

駐車場(同

号ロに掲

げる道路

に係るも

のを除く。） 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
令第７条

第９号に

掲げる応

急仮設建

築物 
〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

令第７条第１０号に掲げる器具 〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

令第７条

第１１号

に掲げる

施設 
〔略〕 

〔略〕 

〔略〕 

 備考 〔略〕 

 
   

   付 則 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条第１項及び別表の規定は、この条例の施行の日以

後の占用に係る占用料から適用する。ただし、同日前に占用許可を受け、既に占用

料を納付したものについては、なお従前の例による。 



※ 道路法施行令の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  
 （道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそ

れのある工作物等） 

第７条 法第３２条第１項第７号の政令で定

める工作物、物件又は施設は、次に掲げる

ものとする。 

 ⑴ 看板、標識、旗ざお、パーキング・メ

ーター、幕及びアーチ 

 ⑵ 太陽光発電設備及び風力発電設備 

 ⑶ 津波からの一時的な避難場所としての

機能を有する堅固な施設 

 ⑷ 工事用板囲、足場、詰所その他の工事

用施設 

 ⑸ 土石、竹木、瓦その他の工事用材料 

 ⑹ 防火地域（都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）第８条第１項第５号の防

火地域をいう。以下同じ。）内に存する

建築物（以下「既存建築物」という。）

を除去して、当該防火地域内にこれに代

わる建築物として耐火建築物（建築基準

法（昭和２５年法律第２０１号）第２条

第９号の２に規定する耐火建築物をい

う。以下同じ。）を建築する場合（既存

建築物が防火地域と防火地域でない地域

にわたつて存する場合において、当該既

存建築物を除去して、当該既存建築物の

敷地（その近接地を含む。）又は当該防

火地域内に、これに代わる建築物として

耐火建築物を建築するときを含む。）に

おいて、当該耐火建築物の工事期間中当

該既存建築物に替えて必要となる仮設店

舗その他の仮設建築物 

 ⑺ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８

号）による市街地再開発事業に関する都

市計画において定められた施行区域内の

建築物に居住する者で同法第２条第６号

に規定する施設建築物に入居することと

なるものを一時収容するため必要な施設

又は密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律（平成９年法律第４

９号）による防災街区整備事業に関する

 〔同左〕 

 

第７条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔同左〕 

 

   〔新設〕 

   〔新設〕 

 

 ⑵ 〔同左〕 

 

 ⑶ 〔同左〕 

 ⑷ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 



都市計画において定められた施行区域内

の建築物（当該防災街区整備事業の施行

に伴い移転し、又は除却するものに限

る。）に居住する者で当該防災街区整備

事業の施行後に当該施行区域内に居住す

ることとなるものを一時収容するため必

要な施設 

 ⑻ 高速自動車国道及び自動車専用道路以

外の道路又は法第３３条第２項第１号に

規定する高速自動車国道若しくは自動車

専用道路の連結路附属地（以下「特定連

結路附属地」という。）に設ける食事施

設、購買施設その他これらに類する施設

（第１３号に掲げる施設を除く。）でこ

れらの道路の通行者又は利用者の利便の

増進に資するもの 

 ⑼ トンネルの上又は高架の道路の路面下

に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自

動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、

運動場その他これらに類する施設 

 ⑽ 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、

店舗、倉庫、住宅その他これらに類する

施設及び自動車駐車場 

  イ 都市計画法第８条第１項第３号の高

度地区（建築物の高さの最低限度が定

められているものに限る。）及び高度

利用地区並びに同項第４号の２の都市

再生特別地区内の高速自動車国道又は

自動車専用道路 

  ロ 都市再生特別措置法（平成１４年法

律第２２号）第３６条の３第１項に規

定する特定都市道路（イに掲げる道路

を除く。） 

 ⑾ 建築基準法第８５条第１項に規定する

区域内に存する道路（車両又は歩行者の

通行の用に供する部分及び路肩の部分を

除く。）の区域内の土地に設ける同項第

１号に該当する応急仮設建築物で、被災

者の居住の用に供するため必要なもの 

 ⑿ 道路の区域内の地面に設ける自転車（側

車付きのものを除く。以下同じ。）、原

動機付自転車（側車付きのものを除く。）

又は道路運送車両法第３条に規定する小

 

 

 

 

 

 

 

 ⑹ 高速自動車国道及び自動車専用道路以

外の道路又は法第３３条第２項第１号に

規定する高速自動車国道若しくは自動車

専用道路の連結路附属地（以下「特定連

結路附属地」という。）に設ける食事施

設、購買施設その他これらに類する施設

（第１１号に掲げる施設を除く。）でこ

れらの道路の通行者又は利用者の利便の

増進に資するもの 

 ⑺ 〔同左〕 

 

 

 

 ⑻ 〔同左〕 

 

 

  イ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

  ロ 〔同左〕 

 

 

 

 ⑼ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 ⑽ 道路の区域内の地面に設ける自転車（側

車付きのものを除く。以下同じ。）、原

動機付自転車（側車付きのものを除く。）

又は道路運送車両法第３条に規定する小



型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの

（いずれも側車付きのものを除く。以下

「二輪自動車」という。）を駐車させる

ため必要な車輪止め装置その他の器具（第

９号に掲げる施設に設けるものを除く。） 

 ⒀ 高速自動車国道又は自動車専用道路に

設ける休憩所、給油所及び自動車修理所 
 

型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの

（いずれも側車付きのものを除く。以下

「二輪自動車」という。）を駐車させる

ため必要な車輪止め装置その他の器具（第

６号に掲げる施設に設けるものを除く。） 

 ⑾ 〔同左〕 
 

  

【施行期日】平成２５年４月１日 

 

 

 


